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告 示

高知県告示第569号

自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条及び第117条

第 1 項並びに第118条の規定により、陸上自衛隊、海上自衛隊及

び航空自衛隊の自衛官候補生の募集期間等を次のとおり告示す

る。

令和 4年 6月 3日

高知県知事　濵田　省司

1　男子及び女子（令和 4年 8月、 9月及び11月並びに令和 5年

3月及び 4月採用予定）

( 1 )　募集期間

随時（最終期限は、令和 4年 6月29日（水））

( 2 )　試験種目、試験期日及び試験会場等

2　問い合わせ先

自衛隊高知地方協力本部

電話番号088－822－6128

ホームページアドレス　https://www.mod.go.jp/pco/kochi/

高知県告示第570号

医療機関について、次のとおり生活保護法（昭和25年法律第

144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてその例による

ものとされた生活保護法第49条の指定をした。

令和 4年 6月 3日

高知県知事　濵田　省司

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　指定年月日

仁淀川町国民健　吾川郡仁淀川町森2577番地 3　　令 4・ 4・ 1

康保険仁淀診療

所

高知県告示第571号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 5 項におい

て読み替えて準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項

においてその例によるものとされた生活保護法第54条の 2第 5項

において読み替えて準用する同法第50条の 2の規定により、指定

介護機関の事業の廃止について次のとおり届出があった。

令和 4年 6月 3日

高知県知事　濵田　省司

公 安 委 員 会 規 則

高知県公安委員会に対する苦情の申出等の手続に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年 6月 3日

高知県公安委員会委員長　古谷　純代

高知県公安委員会規則第10号

高知県公安委員会に対する苦情の申出等の手続に関する

規則の一部を改正する規則

高知県公安委員会に対する苦情の申出等の手続に関する規則

（平成14年高知県公安委員会規則第 5号）の一部を次のように改

正する。

第 5条第 1項中「不十分と」を「不十分であると」に改める。

第 6条中「第79条第 2項」を「第79条第 3項」に改める。

第 8条中「取扱いについて」を「取扱いに関し」に改め、「別

に」を削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

試験種目

筆記試験

口述試験

適性検査

身体検査

備考　筆記試験及び適性検査は、原則として、令和 4年 7月

2日（土）から同月 6日（水）までの間（筆記試験及び

適性検査は、同日内に実施すること。）に、受験者が保

有する端末からインターネット回線を利用する方法によ

り実施する。

試験期日

令和 4年 7月 9日

（土）

試験会場

香南市香我美町上分3390

高知駐屯地

廃止年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

医療法人臼井会

安芸郡田野町1414－

訪問看護ステーションた

の

令和 4年 3

月31日

1 安芸郡田野町1414－ 1

訪問看護

介護予防訪問看護



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
4
4
1
号

令
和

4
年

6
月

3
日
（
金
曜
日
）
　

22

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第77号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定による政治団体の届出があったの

で、同法第 7条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

令和 4年 6月 3日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

名称

（代表者の氏名）

国民民主党高知県

総支部連合会

（大塚　耕平）

会計責任者

の氏名

大塚　耕平

届出年

月日

令 4・

3・31

主たる事務所の所在地

高知市本町五丁目 6－35　つち

ばしビル 3階

1以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部

○

高知県選挙管理委員会告示第78号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 6 条第 1 項の規定

による政治団体の届出があったので、同法第 7条の 2第 1項の規

定により次のとおり公表する。

令和 4年 6月 3日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

名称

鳥谷恵生後

援会

東野敦夫後

援会

長山雅一後

援会

香南市の思

いを県政へ

届ける会

所のりみつ

後援会

有光収三後

援会

田村こうせ

い後援会

松繁みわ後

援会

代表者の氏

名

鳥谷　恵生

東野　敦夫

長山　雅一

乾　　貴博

所　　紀光

有光　収三

植田　正和

松繁　美和

会計責任者

の氏名

鳥谷　浩史

西河　誠司

斉藤　朋子

杉村　敬介

竹内　太一

有光　幹和

高木　和香

子

高石　公博

主たる事務所

の所在地

四万十市江ノ

村772－ 2

室戸市佐喜浜

町3859－ 1

香南市夜須町

千切666

香南市野市町

東野995－ 1

－ 2

土佐市宇佐町

宇佐2757－49

香美市香北町

有瀬110－ 1

高岡郡佐川町

丙3728

長岡郡本山町

寺家290－14

届出

年月

日

令 4

・ 3

・ 1

令 4

・ 3

・ 1

令 4

・ 3

・ 2

令 4

・ 3

・ 9

令 4

・ 3

・10

令 4

・ 3

・24

令 4

・ 3

・31

令 4

・ 3

・31
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高知県選挙管理委員会告示第79号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第 7

条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

令和 4年 6月 3日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

政党の支部（国会議員関係政治団体以外の政党の支部）

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

区

分

旧

新

旧

新

区

分

旧

新

旧

新

旧

名称

（代表者の氏

名）

自由民主党中土

佐町大野見支部

（市川　哲也）

自由民主党高知

県自動車整備支

部

（西森　歳勝）

名称

（代表者の氏

名）

とかじ真幸後援

会

（戸梶　眞幸）

高知県社会保険

労務士政治連盟

（大﨑　悠司）

山﨑正恭後援会

（山内　大志）

代表者の

氏名

市川　正

彦

市川　哲

也

下村　宰

西森　歳

勝

代表者の

氏名

異動なし

異動なし

山﨑　正

恭

会計責任

者の氏名

勢田　博

久

岡村　謙

介

異動なし

会計責任

者の氏名

中山　正

和

戸梶　史

津

川田　富

松

中谷　公

一

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動なし

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動なし

異動なし

異動なし

異動

年月

日

令 4

・ 3

・ 4

令 4

・ 3

・ 9

異動

年月

日

令 4

・ 3

・ 1

令 3

・ 6

・11

令 3

・10

・ 1

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

元気に暮らせる

香美市・みんな

の会

（門脇　文子）

戸田ひろたか後

援会

（野村　文政）

浜田百合子後援

会

（牧　義信）

高知県自動車整

備政治連盟

（西森　歳勝）

山﨑きよ後援会

（山本　佐智

子）

清英会

（森田　英二）

森田英二後援会

（森田　英二）

浜田豪太後援会

（濱田　豪太）

中尾博憲後援会

（竹内　昭徳）

幸福実現党高知

後援会

（和田　博文）

高知県商工政治

連盟

（武田　秀義）

高知県商工政治

連盟

（武田　秀義）

田原計男後援会

（池　　満男）

神崎隆代後援会

（佐竹　隆代）

山内　大

志

異動なし

異動なし

久保　信

彦

牧　義信

下村　宰

西森　歳

勝

異動なし

異動なし

宇賀　秀

雄

森田　英

二

異動なし

異動なし

異動なし

吉村　哲

也

武田　秀

義

異動なし

石元　幹

夫

池　満男

神崎　隆

代

佐竹　隆

代

異動なし

馬場　正

孝

三宮　広

昭

異動なし

異動なし

井上　秋

子

田中　正

小松　弘

幸

高橋　淳

一

異動なし

異動なし

伊藤　哲

郎

中尾　冨

士子

桃田　妙

子

𠮷原　由

起子

異動なし

亀井　秀

彦

中川　雅

人

異動なし

異動なし

香美市土

佐山田町

宝町一丁

目 4－ 9

香美市土

佐山田町

宝町二丁

目 2－29

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

香南市野

市町西野

2300－ 3

香南市野

市町みど

り野二丁

目 5番地

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

南国市日

吉町二丁

目 3－10

南国市日

吉町二丁

令 4

・ 3

・ 7

令 4

・ 3

・ 1

令 4

・ 2

・ 1

令 4

・ 3

・ 9

令 4

・ 3

・ 5

令 4

・ 3

・10

令 4

・ 3

・10

令 3

・ 3

・15

令 4

・ 3

・ 1

令 4

・ 1

・ 7

令 3

・ 6

・10

令 3

・ 4

・ 1

令 4

・ 3

・22

令 4

・ 3

・29



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
4
4
1
号

令
和

4
年

6
月

3
日
（
金
曜
日
）
　

44

高知県選挙管理委員会告示第82号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 3 項第 3 号

の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったの

で、同法第19条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

令和 4年 6月 3日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

資金管理団体高知県選挙管理委員会告示第80号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

による政治団体の解散の届出があったので、同条第 3項の規定に

より次のとおり公表する。

令和 4年 6月 3日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

その他の政治団体

高知県選挙管理委員会告示第81号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」とい

う。）第19条第 3項第 2号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があったので、法第19条の 2第 1項の規定により次の

とおり公表する。

令和 4年 6月 3日

高知県選挙管理委員会委員長　土居　秀喜

法第19条第 3項第 2号の規定による届出に係る資金管理団体

旧

新

とさでん交通労

組交通政策研究

会

（白木　政行）

異動なし 異動なし

目 2－ 3

－11

高知市六

泉 寺 町

112－ 5

香美市土

佐山田町

岩積379

－ 6

令 4

・ 2

・ 9

名称

山﨑正恭後援会

高知のひがし

仁淀川町よくする会

岡本哲周後援会

小永正裕後援会

斉藤ともこ後援会

高野真司後援会

代表者の氏名

山内　大志

前田　紗織

岡田　良成

岡本　哲周

堀野　浩

斉藤　朋子

家方　孝

解散年月日

令 4・ 3・16

令 4・ 2・28

令 4・ 2・28

令 3・12・31

令 4・ 3・16

令 3・12・31

令 4・ 2・28

資金管理団体の届

出をした者の氏名

山﨑　正恭

名称

山﨑正恭後援会

資金管理団体

でなくなった

年月日

令 3・10・ 1

区

分

旧

新

資金管理団体

の届出をした

者の氏名

神崎　隆代

佐竹　隆代

公職の

種類

異動な

し

名称

異動なし

主たる事務所

の所在地

南国市日吉町

二丁目 3－10

南国市日吉町

二丁目 2－ 3

－11

異動

年月

日

令 4

・ 3

・29
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